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１．研究の概要 

東日本大震災の被災地では防災集団移転促進事業

（以下、防集事業）による高台移転、防潮堤整備等に

よる安全確保が進められる一方、被害を受けた低平地

では災害危険区域（以下、危険区域）が指定され、住

宅等の建築が規制されている。これらの用途規制など

により、危険区域内は区域外に比べて復興が難しいと

予想される。また、被害を受けた土地であるため、未

利用地の発生及び防集事業等の買取地（公有地）と民

有地の混在等の問題が発生していると考えられる注 1)。 

一方で危険区域に指定されつつも重要な地区と捉え、

復興事業等を導入し復興を目指す自治体も見られる。

そこで、危険区域内の復興に際し発生した問題と対応

の実態を変遷から明らかにし、今後の制度運用と区域

内復興に向けた知見を得ることを本研究の目的とする。 

既往研究では危険区域の指定実態と土地利用への影

響を明らかにした松本らの研究 1)、移転跡地の利活用

状況と課題を明らかにした鈴木らの研究 2)等がある。

本研究は危険区域内の復興にあたり発生した問題と対

応の変遷から、復興実態を分析する点に新規性がある。 

研究方法として、被災自治体の危険区域の指定状況

と復興事業の導入状況を文献調査から明らかにし、抽

出した自治体に対してヒアリング調査を行った。 

２．危険区域の指定状況と、区域内での復興事業 

 被災 3 県の 37 自治体のうち、危険区域の指定を行

った26自治体に着目した。その中で、地区ごとの復興

事業の導入状況及び事業区域の危険区域指定の有無に

関して、文献調査より分類した注2)（図1）。なお、本研

究では津波復興拠点整備事業（以下、津波拠点）、土地

区画整理事業（以下、区画整理）、まちなか再生計画（以

下、再生計画）を復興事業と呼ぶこととする（表１）。 

これらを分類すると、まず、中心市街地が内陸にあ

り、危険区域を被災した沿岸部に指定した自治体（パ

ターン1、12自治体）、被災した中心市街地に嵩上げや

防潮堤の整備等をし、結果的に危険区域に該当しない

自治体（パターン2、8自治体）が見られた。その他、

危険区域外の鵜住居地区に重点的に復興事業を導入し

た釜石市、中心部を含め、多くの地区に区画整理を導

入した石巻市などがある。これらに対し、宮城県南三

陸町、女川町、気仙沼市、岩手県大船渡市では、中心

市街地の一部が危険区域に指定されながらも、重要な

エリアとして複数の復興事業を導入、復興を進めてい

る。本研究では、危険区域内の復興にあたり発生した

問題と対応に着目するため、危険区域内で復興に向け

た取り組みの多い自治体を対象とすることが望ましい。

よって、これらの自治体に着目し、その中でも南三陸

町、大船渡市を抽出、ヒアリング調査を行った注4）。 
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表1 本研究における復興事業 3)4) 

図1 各自治体の復興事業と危険区域指定状況注3) 

復興事業名 目的 内容

津波復興拠点
整備事業

被災地域の復興を先導する拠点形成
住宅や公共施設、業務施設等を集約した安
全な市街地形成

復興の拠点となる市街地の緊急的な整備
（計画策定費、公共施設等整備費、用地取
得造成費等の補助等）

土地区画
整理事業

被災した市街地復興のための
公共施設と宅地の一体的整備、安全の確保

区画の再編、整備
土地の嵩上げによる安全確保

まちなか
再生計画

市街地中心部の商業集積・商店街の再生
計画に位置づけた商業施設の整備支援
（津波立地補助金等）



3．南三陸町における危険区域内での問題と対応 

3.1 南三陸町における復興状況 

 南三陸町では住宅は高台に移転しつつ、津波拠点も

高台に導入し、対象区域内に被災した行政機能等を再

建している。一方で低地部は商業・産業等による復興

を進めており、区画整理による土地の再編及び嵩上げ

等を行っている。また、再生計画を策定し、補助金を

活用して公共・商業施設等を整備している注2）（図2）。 

 3.2 危険区域の指定までに発生した問題と対応 

 被災直後から現在に至るまで、現地再建の要望が発

生した。漁業が盛んであり、利便性の高い低平地での

休憩所や作業場等の要望も見られたが、住居に近いも

のに関しては丁寧に説明を行いつつ、県と連携した既

存不適格建築の調査や建築確認等により対応している。 

 3.3 復興事業推進中に発生した問題と対応 

 2012年4月より危険区域を地区ごとに段階的に指定

している（表2）。この際、浸水範囲よりも危険区域が

狭まり、防集事業の対象外となるエリアが生じた注 5)。

これに対して独自の補助事業により移転、再建を支援

した。その他の支援として、個別移転のために危険区

域を対象にがけ地近接等危険住宅移転事業を導入した。 

 また、危険区域は地番ごとに条例に記載する形で指

定されており細やかに指定できた一方で、土地の分合

筆の際に変更に相当の事務量が生じ、問題としている。 

土地利用に関して、危険区域に指定される防集事業

等の買取地に関して、未利用地の発生及び維持管理コ

ストの発生が問題となり、主に2点の対応が取られた。 

1 つ目は復興事業の導入であり、防集事業の買取地

等の町有地を区画整理で集約換地している注6)。この区

域に再生計画を策定、補助金を活用し道の駅や商店街

の建設を実現した注2)注7）。その他、利用意向の無い土地

を商業用地に集約的に換地し、店舗事業者へ借地して

おり、未利用地発生の抑制及び商業再建を実現した。 

2 つ目は区画整理区域内における「土地売却及び賃

貸希望地の情報提供」「町有地の公募」等の取り組みで

ある。危険区域に該当する区画整理区域内において、

土地売却や賃貸の要望が多く見られ、これに対して町

のホームページ上で情報公開を行っている。また、防

集事業などの買取地である町有地のうち、利活用予定

の無い土地に関して利活用者の募集を行っている。 

3.4 現在発生している問題 

これまでに一部区域に関する疑義が生じ、確認・相

図3 南三陸町の復興の変遷（問題と対応） 

図2 南三陸町志津川地区の危険区域と復興事業 

表2 南三陸町の危険区域概要 
指定基準 規制対象

シミュレーション
（想定浸水深2m以上）

・居住の用に供する建築物
・児童福祉施設
・旅館業の営業に供する施設
・病院及び診療所
（入院施設を有するもの）
・宿泊設備を有する研修施設

南三陸町



談を行い対応しているが、今後も発生する可能性があ

ると推察される。土地利用に関しては、先述した募集

の取り組みの実現事例が未だ少なく、未利用地等の問

題に関しては今後も何らかの対応が必要と推察される。 

4．大船渡市における危険区域内での問題と対応 

4.1 大船渡市における復興状況 

大船渡市も安全な高台や嵩上げ地等に住宅を再建し

つつ、中心市街地の再生を進めている。大船渡地区に

は津波拠点、区画整理の事業導入と、再生計画が策定

されており、いずれも危険区域を含んでいる注2)（図4）。 

4.2 危険区域の指定までに発生した問題と対応 

高台移転の要望が多く、危険区域にゾーン区分を設

け、第 2 種区域 C（浸水想定がないが震災時に浸水し

た区域）を設定することで、防集事業の対象者を増や

している（表3）。一方で現在に至るまでに現地再建の

要望もあった。これに対しては説明を行い、基本的に

は禁止となるが、区域によっては建築構造に伴う規制

の緩和や、一定程度の増築を許可している。併せて、

既存不適格建築の調査を行い、現状の把握をしている。 

4.3 復興事業推進中に発生した問題と対応 

防集事業の買取地等において未利用地及び維持管理

コストの発生や、危険区域内の土地の売却、賃貸の要

望が発生し、主に3つの対応がとられている。 

1 つ目は復興事業導入である。大船渡地区では区画

整理による嵩上げ等により安全確保がされるため、第

図4 大船渡市大船渡地区の危険区域と復興事業 

表3 大船渡市の危険区域概要 

図6 大船渡市の復興の変遷（問題と対応） 

図5 大船渡地区における復興事業の連携 

指定基準 規制対象

第1種区域
シミュレーション

（想定浸水深2m以上）

第2種区域A
シミュレーション

（想定浸水深1m以上2m未満）

第2種区域B
シミュレーション

（想定浸水深1m未満）※0mを除く

第2種区域C
東日本大震災時の浸水範囲

※大船渡地区の区画整理区域
及びその山側を除く

大船渡市

・住居の用に供する建築物
・社会福祉施設
・学校
・医療施設

※第2種区域に関しては構造等
により一部規制緩和有
※区域によっては一定程度の増
築まで許可



2 種区域 C が設定されず、浸水域内で防集事業等での

買取対象外の区域が発生した。これに対し区画整理区

域内において緊急防災空地整備事業（以下、空地事業）

導入し、危険区域外を優先的に買取している。また、

津波拠点を先行的に導入して土地の買取を行い、防災

拠点施設等の先行整備を実現した。次に買取を行った

市有地及び未買取で買取希望の土地を区画整理により

津波拠点の先行買取地周辺に集約換地し、津波拠点を

拡大、これらを買取した。この区域に大部分が重複す

る形で再生計画も策定され、補助金を一部活用し商業

施設等が整備された注2）。これらの事業連携により土地

買取及び未利用地の抑制と商業再建を実現した（図5）。 

2 つ目が土地利用方針図の見直しである。危険区域

を指定した26地区のうち、多数の買取地が発生し利活

用に問題が生じた12地区を対象に、地域住民と協働で

方針の見直し・実現化方策を策定した。この方針に基

づき、買取地等を活用して広場の整備等が実現した注8）。 

 3 つ目が土地利活用者募集である。市有地単体、及

び周辺の民有地を含めた募集を行い、一体的利活用が

目指されている注9）。また、大船渡地区では土地の売却・

賃貸の要望に対し、マッチング事業が導入された注10)。 

4.4 現在発生している問題 

 第2種区域Cの設定により危険区域が拡大したこと、

実害はないが一部区域設定に疑義が生じていることが

ある。また、岩手県の最悪の津波想定 5）では、区画整

理区域や危険区域を越えて浸水が予想されており、適

切な避難誘導と、危険区域と最悪の想定の混同の防止

を今後の問題としている。土地利活用者の募集に関し

ては、集落部では大船渡地区に比べてまだ実現事例が

少なく、引き続きの対応が必要と推察される。 

5．まとめ 

 5.1 危険区域で発生した問題と対応 

 被災直後から、2 自治体のどちらも高台移転の要望

が多く見られ、南三陸町は独自の補助事業の導入、大

船渡市は第2種区域Cを設定する等の対応により、被

災者支援を実現していた。一方で現地再建も見られ、

どちらも基本的には説明・禁止をし、調査等による既

存不適格建築の状況把握や県等と連携した建築確認等

で対応しているが、危険区域の指定内容における建物

構造による規制緩和の有無等に違いが見られた。 

 その後、復興事業が開始され、防集事業等に伴う買

取地が発生し、未利用地の発生と維持管理コストが問

題となった。これに対し、両自治体とも復興事業の導

入により未利用地の発生を抑制し、商業再建等を進め

ている。併せて、利活用者募集等により対応している。 

 現在は一部の区域に関して疑義が生じていることや、

未利用地の利活用が引き続き問題となっている（表4）。 

 5.2 今後の災害時の危険区域内の復興に向けて 

 危険区域内の復興では安全の確保が重要と考えられ、

本研究の2自治体では復興事業に加え建築行為の規制、

危険区域の指定範囲の工夫、及び補助事業によりこれ

を実現した。一方で未利用地の発生等、土地利用面で

問題が発生したが、これに対して復興事業の導入等の

取り組みが一定の効果を持ったことが明らかになった。 

 5.3 本研究の課題 

 本研究は2自治体に着目したが、他の自治体も対象

に検証をすることで、より知見が得られると考えられ

る。また、特に未利用地等の問題が発生している集落

部に関しても検証していく必要があると考えられる。 
注1）危険区域内では災害公営住宅整備事業等でも買取が行われる。 

注2）復興整備計画、復興交付金事業計画、再生計画、危険区域図等を参照。 

注3）凡例 津：津波拠点、土：区画整理、ま：再生計画 

下線に関しては事業区域の一部が危険区域に該当することを示す。 

注 4）気仙沼市魚町・南町地区は2022 年 4月時点で区画整理が未完了であり、

女川町は事前調査にて特段の問題がなく、対象から外している。 

注 5）復興事業（防潮堤整備、嵩上げ等）完了後を前提としたシミュレーショ

ンにおける、浸水深2m以上の区域を指定しているため。 

注6）その他、緊急防災空地整備事業にて公共用地不足分を買い取りしている。 

注 7）南三陸町歌津地区にも再生計画を策定し、商業施設を整備しており、こ

ちらも防集事業買取地を利活用している注2）。 

注8）集落部の末崎町にて農園、越喜来で広場整備等が実現している。 

注9）細浦地区にて水産加工企業の事務所が立地している。 

注10）併せて、利活用促進のため、ガイドブックが作成されている。 

注11）区画整理内において南三陸町は約8.2ha、大船渡市は約1.5haの土地に

関して、利活用者の募集や情報公開、マッチング事業中である。 
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表4 発生した主な問題と対応 
問題 発生時期 南三陸町の対応 大船渡市の対応

移転要望
被災直後

～
・町独自の移転補助制度 ・第2種区域Cの設定

※区域の拡大の問題につながっている

現地再建
被災直後

～
現在

・説明、禁止
・調査、建築確認
（既存不適格に関して県等と連携）

・説明、禁止
・調査、建築確認
（既存不適格に関して県等と連携）
※構造条件等を満たせば建築可能
※区域によっては一定程度の増築まで許可

未利用地
事業開始

～
現在

（復興事業の導入、連携）
・区画整理（町有地の集約換地等）

・再生計画（補助金による施設整備）

（利活用者の募集）
・土地売却、賃貸希望地の情報提供
・町有地の公募

（復興事業の導入、連携）
・津波拠点（先行、拡大買取）

・区画整理（集約換地等）

・再生計画（補助金による施設整備）

（土地利用方針の見直し）
・土地利用方針図の見直し、実現化方策
策定（12地区）

（利活用者の募集）
・市有地（被災跡地）の譲渡・貸付希望
者の募集
・市有地（被災跡地）と民有地の一体利
用に係る事業者等の募集（3地区）

・大船渡地区土地利活用マッチング事業


